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亜大気汚染防止対策

1.大気汚染の規制

大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）は、昭和37年に制定された「ばし1煙の排出の規制等に関す

る法律Jの根本的再検討のうえにたって昭和43年 6月に立法化され、事業活動に伴って発生するばし 1煙の

排出等の規制をはじめ、自動車排ガス対策などの大気汚染に関し、国民の健康の保護と生活環境の保全をは

かる自的で各種施策が講じられている。

なお、ばい煙の排出基準の改定強化、ばい煙等発生施設の追加、自動車排出ガスの規制強化など大気汚染

防止法、同法施行令及び同法施行規則の一部改正を行い、大気汚染防止対策の充実と徹底がはかられ、現在

に至っている。

大気汚染の規制としては、大気汚染紡止法のほか、環境の保全と創造に関する条例、高砂市環境保全条

例及び環境保全協定により、それぞれの特徴を生かして実施している。

届出状況は、それぞれ表に示している。

表 3-1 ばい煙発生施設届出状況

（大気汚染防止法）平成27年 3月末現在

ばし 1煙発生施設届出状況一覧

項番号 発生施設名称 工場・事業場数 施 号目又店 数

ボ イ ブ 2 7 1 4 5 

5 溶 解 炉 3 24 

6 金 罵 方B 裂し 炉 7 1 4 7 

7 石 油 力E 謬L 炉 1 4 

9 焼 成 炉 ． 溶融炉 2 1 2 

10 反 応 炉 。 。
11 乾 燥 炉 5 7 

12 虐R旨孟 六X¥ 炉 1 7 

13 廃 棄 物 焼 去R 炉 3 6 

19 塩 素 反 応 施 設 2 3 2 

29 ガ ス タ ビ ン 4 5 

30 アイ ーゼ、ノレ機 関 22 5 3 

31 ガ ス 機 関 4 9 

（注） ばし、煙発生施設の番号は、大気汚染防止法施行令別表第1の項番号を示す。

電気事業法に基づく届出を含む。
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表 3-2 一殻粉じん発生施設届出状況

（大気汚染防止法）平成27年3月末現在

一般粉じん発生施設届出状況一覧

項番号 発生施設名称 工場・事業場数 施 ミ民壬又FL 数

2 堆 積 場 1 5 2 3 

3 ベノレト・バケットコンベア 1 3 9 1 

4 破 砕 機 砕機 7 1 7 

5 ふ る し1 6 1 4 

（注） 一般粉じん発生施設の番号は、大気汚染防止法施行令別表第2の項番号を示す。

電気事業法に基づく届出を含む。
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2. 燃料調査、 S02及び、N0 x排出量調査

本調査は、大気汚染防止法のばい煙発生施設を設置している工場、事業場のうち環境保全協定を締結
している 16社における燃料使用量、二酸化硫黄（s O 2）並びに窒素酸化物（NOx）の排出量の経
年変化を表及び図に示している。

各種燃料ともに使用量は近年横ばい傾向にある。
so z排出量は、横ばい傾向にある。 N0 x排出量は低N0 x燃焼技術の導入等により近年減少傾向

にあったものが排出量が大きい施設の稼働率が増加したこと等により増加に転じていたが、今年度は横
ばいだ、った。

云ご1平成

17 18 

重油 59 42 

灯油・軽油 12 10 

原 油 。 。
石 炭 1,465 1,532 

都市ガス（13A) 1,943 1,986 

表

18 
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7,000 
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1,000 し

。
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表 3-3 燃料別使用量経年変化

19 20 21 22 23 

41 31 36 44 50 

8 7 7 7 6 

。 。 。 。 。
1,384 1,336 994 1,472 1,269 

2, 154 2, 760 3,464 2,405 4,471 

3-4 802及びN0 x 排出量経年変化

19 20 21 22 23 

658 597 425 659 695 

6, 135 5, 733 4,300 6,371 5,935 

19 20 21 22 23 24 

年度

単位：液体燃料 l, 000 kQ／年

国体燃料 kt／年

気体燃料 100, OOON nf／年

24 25 26 

59 48 42 

4 4 4 

。 。 。
1,380 1,570 1,578 

4,300 4,006 3,954 

単位： S02排出量

NO  x排出量

24 25 26 

794 777 747 

7,276 7,225 7,26 

25 26 

図 3-1 s 02及びN0 x排出量の経年変化
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3. 大気汚染調査

( 1 ）大気汚染常時監視網

本市における大気汚染常時監視体制は、昭和 39年に市内 7地点でデボジットゲージ法による降下ば

いじん量及びPb 02法による硫黄酸化物の測定を開始し、昭和41年には臨海部で二酸化硫黄の自動

測定を開始した。

米田公民館の浮遊粉じん測定を平成3年8月 1日から浮遊粒子状物質に変更し、平成5年8月20日

から窒素酸化物の測定を開始した。さらに、平成 12年 7月に北浜観測所を廃止し、平成 12年 8月1

Bから北浜公民館にて窒素酸化物、浮遊粒子状物質、風向風速の監視を開始した。

現在は表 3-6、園 3-2に示すとおり一般環境に係わるものは4測定点、自動車排出ガスに係わる

ものとしては、明姫幹線沿いの中島観測所の 1測定点である。

なお、平成6年 10月から市設置局について、データ処理システムによりデータを処理している。

県設置機器については、平成6年3月から大気汚染常時監視システムにより常時監視し、現在では大

気環境の情報をホームページ「兵庫の環境Jにて公開している。

また、高砂市役所の測定点は光化学スモッグ緊急時広報等の発令基準の澱定点となっている。

表 3-5 大気汚染常時監視測定状況

平成 27年3月末現在

よ ケ
浮遊 オキシ 一酸化 微小 終ド久ヰ 風向

粒子状 粒子状

物質 酸化物 ダント 灰トw 物質 ばいじん 風速

1 高砂市役所 Is. 491 Is. 41 I ｜司 24j s. 39 

2 北浜公民館 H. 12 旦 12 日.12 （※） 

3 米田公 館 S.61 H.6 H. 8 （※） 

4 中 観測所 I s. 61 I I s. 61 I I S. 61 j I H. 26 j I s. 61 I 

5 高砂市文化会館 H.23 

（注） 1 数字は有効測定開始年度を示す。

2 仁ゴ印は県設置機器を示す。

3 ※印は参考データとして測定しているものを示す。

4 米自公民館における浮遊粒子状物質測定は平成3年8月1日から測定開始であり、昭和

6 1年度は変更前の浮遊粉じん測定開始年度である。

5 平成 12年7月に北浜観測所を廃止し、 8月 1日から北浜公民館にて測定を開始した。

6 平成23年3月31日に高砂消防分署を廃止した。

7 平成23年4月1日から高砂市文化会館で降下ばいじんの測定を開始した。

8 平成24年7月 14 13から高砂市役所で微小粒子状物質の測定を開始した。

9 平成 26年3月に中島観測所を国道 25 0号南側から北側に移設した。

10 平成26年 10月から中島観測所にて微小粒子状物質の測定を開始したが、 26年度は有

効測定日数（ 2 5 0日／年）に達していなし＼0
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図 3-2 大気汚染常務監視網2 大気汚染常時監視網
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( 2）一般環境に係る大気汚染測定結果

①二酸化硫黄

二酸化硫黄は、呼吸器系器官に対して長期的影響を及ぼし、また、浮遡：立子状物費や窒素酸化物と

の共存によりその影響が強められる。

二酸化硫黄による大気汚染は、経済の高度成長下における石油系燃料の大量消費により急速に拡大

したが、大気汚染防止法等関係法令による規制強化、排煙脱硫施設の設置、また、低硫黄分燃キヰイ吏用

などの訪止対策により、昭和45年から昭和50年にかけて著しく低減し、以後漸減傾向を示してい

る。近年は重油等硫黄分を含む燃料から都市ガスへ燃料転換が進んでおり、低い値で推移している。

本市では、二酸化硫黄濃度の測定を昭和41年より実施していたが、昭和49年度以降環境基準を

達成しており、かつ、低く維持されているため、平成12年7月に北焼制所、平成18年3月に阿

弥陀観測所、平成20年3月に高砂市役所及び中島観測所、平成23年3月に高砂消防分署及び米田

公民館での測定を廃止し、現在、測定を行っていない。
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②窒素酸化物

一酸化窒素（NO）と二酸化窒素（N02）を主体とする窒素酸化物（NOx ）は、燃料の燃焼に伴

って発生し、その排出源は工場のボイラーなどの国定発生源、自動車などの移動発生源、さらに一般

家庭の暖房など広範囲である。

窒素酸化物のうち二酸化窒素は毒性が強く、容易に肺深部に到達して呼吸器全体に悪影響を及ぼし、

また、太陽光線の紫外線のもとで、炭化水素などと結び、ついて光化学スモッグを発生させるため、環

境基準が定められている。

一方、一酸化窒素については、環境基準は定められていないが、大気中での二酸化窒素への変換及

び固定発生源でのNO/N02の比率が高いことなどから、一酸化窒素濃度を把握することは重要な

ことである。

窒素酸化物排出低減のため、固定発生源については、低窒素分燃料への転換、低N0 x燃焼技

術及び排煙脱硝技術などが、また、移動発生源については、触媒還元法及び排気再循環などの対策が

取られている。

本市では、一般環境局3地点及び自動車排ガス局 1地点において、一酸化窒素及び二酸化窒素の

測定を実施している。

二酸化窒素の環境基準との適合状況では、平成26年度は日平均値が0.06ppm以上の日はなく、環

境基準の長期的評価である日平均値の年間98%値は、高砂市役所で0.029ppm、米自公民館で0.032ppm、

北浜公民館で0.026ppmで、あり、環境基準を満足していた。

年変化、環境基準適合状況及び月変化は、表及び図に示している。

ppm  

0.020 

0.018 
一←高砂市役所 NO  

0.016 -0一高砂市役所 N02 

0.014 一金一米田公民館 NO  
0.012 

0.010 →←米田公民館 N02 

0.008 一栄一北浜公民館 NO  

0.006 
ート北浜公民館 N02 a弘0.004 

0.002 

0.000 年度
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

国 3-3 窒素酸化物の年変化（年平均値）
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表 3…6 二酸化窒素の年変化に係る日平均値の年間98%値の年変化

j会

測定点 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23 

地域

砂市役所 近商 0.034 0.038 0.032 0.030 0.031 0.031 0.029 

米田公民館 一種住 0.037 0.037 0.032 0.029 0.034 0.036 0.033 

北浜公 民 館 一種中高 0.034 0.037 0.032 0.026 0.028 0.030 0.027 

表 3ーブ 二酸化窒素に係る環境基準適合状況

効 測 定 年平 1時間 1時間値が0.2
1時間値が0.1 

日平均値が0.06
用途 ppm以上0.2ppm

測定 ppmを超えた
以下の時間数と

ppmをJ詔えた日数

調4 占 日数 時間 均値 高値 時間とその割合
その割合

とその割合

地域

（告） （時間） (ppm) (ppm) （時間） （%） （時間） （%） （日） （%） 

高砂市役所 361 8679 0.013 0.061 。 0.0 。 0.0 。 。

米田公民館
住

363 8681 0.015 0.058 。 0.0 。 0.0 。 0.0 

北浜公民館
一種

360 8611 0. 011 0.062 。 0.0 。 0.0 。 0.0 
中高

（注） 「日平均値の年間98%値Jとは、年間にわたる日平均値の低し1ほうから 98%目にくる数値を示す。

単位： pp m  

24 25 26 

0.028 0.032 0.029 

0.032 0.034 0.032 

0.027 0.031 0.026 

日平均値が0.04
日平均値

98%11話平価lこ

ppm以上0.06 よる日平均値

ppm以下の日数
の 間

が0.06 ppmを

とその割合
98%値

超えた自数

（司） （%） (ppm) （日）

。 0.0 0.029 。

。 0.0 0.032 。

。 0.0 0.026 。
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0.004 
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0.000 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

一φ一高砂市役所 NO  

一・一高砂市役所 N02 

図 3-4 一酸化窒素及び二酸化窒素の月変化（月平均憧） 高砂市役所

月
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一世一米田公民館 NO  

一×ー米国公民館 N02 

図 3-5 一酸化窒素及び二酸化窒素の月変化（月平均値） 米田公民舘
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一酸化窒素及び二酸化窒素の月変化（月平均値） 北浜公民館

一50山

一←北浜公民館 NO  

-0-北浜公民館 N02 



③オキシダント

オキシダント（酸佐性物質）とは光化学スモッグの原因物質といわれるオゾン、アセトアルデヒド、 PAN

（パーオキシアセチノレナイトレート）及びその同族体などの総称である。この発生形態は、窒素酸化物やガス

状の炭f闘℃素などが太陽光線の紫外線のもとで化学即むを起こし、その二次的産物である光化学オキシダント

を生成する。このオキシダントはオゾンが主体であり、スモッグを形成すると、目を刺激したり、呼吸器に短

期的な影響を与えたり、植物の葉を自くして枯らしたりすることもある。また、炭イ財℃素（HC）の前生下で

は、その反応がし 1っそう進むためオキシダント低減のために、日C対策及びNOx対策がなされている。

光化学オキシダントは、一般に日差しが強く、気温が高い晴天の日で、風が弱く大気中に汚染物質がたまり

やすい気象条件の時に高くなる傾向にある。

本市では、オキシダントの測定を高砂市役所で紫外線吸収法により

年変化及び環境基準童合伏況は、表に示している。

している。

表 3-8 0. 12ppm以上の日数の年変化

用途
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数（日）

測定点

地域 1 7 1 8 1 9 20 2 1 22 23 24 25 26 

年度

高砂市役所 近蔀 1 。 。 。 。 。 。 。 。 。

（注）昼間とは1日のうち5～20時までの時間帯をいう。

表 3-9 オキシダントに係る環境基準適合状況

調リ

疋pムー，
毘 1 7 1 8 1 9 20 2 1 22 23 24 25 26 

点

両 (S) 46 38 30 39 58 37 84 45 63 65 

砂 昼間の1時間値が0.06

市 ppmを越えた日数と時間 （時間） 166 136 108 151 287 143 370 162 227 253 

役 数及ひ環境基準適合状況

所 （%） 98.0 98.3 98. 7 90.4 94.5 97.3 93.2 97.0 97.0 95.4 

（注）遥合状況（%）：測定時間に対して昼間の1時間値が0.06ppm未満の割合：環境基準適合割合

{1－（昼間の1時開催が 0.06ppmを越えた時間／測定時間）} X 100 
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④浮遊粒子状物質

空気中に浮遊する微細な物質の総称を浮遊粉じんといい、このうち特に粒径10ミクロン以下のもの

を浮遊粒子状物質とし1う。

粒径10ミクロンを超える粒状物質は、鼻腔、咽喉でほとんど捕捉されるが、 10ミクロン以下である

浮遊粒子状物質は、大気中に比較的長時間滞留し、気道や肺胞に沈着し、人の健康に有害な影響を与

えるため、特にこの浮遊粒子状物質には環境基準が定められている。

浮遊粉じんの発生源としては、 「ばいじんj を排出するばい煙発生施設及び「粉じんJを飛散する

粉じん発生施設などの事業活動に伴うもののほか、自動車排出ガス及び自動車走行に伴う土ぼこり、

野焼き、風じん、その他人の活動に伴って排出飛散される粉じん等多岐にわたっている。

本市では、ベータ線吸収法により高砂市役所（昭和 59年度以前は光散乱法）、米自公民館（平成

3年7月までは浮遊粉じん）及び北浜公民館（平成 12年8月から測定開始）で浮遊粒子状物質の測

定を実施している。

年変化及び環境基準適合状況は、表及び図に示している。

mg/m3 

一×一高砂市役所
0.035 

一口一米自公民館

0.030 
…＊ー北浜公民館

0.025 

0. 020 

0.015 

0. 010 

0.005 

ハ
υハVハVハU

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 年度

図 3-7 浮遊粒子状物質の年変化（年平均値）
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表 3-10 浮遊粒子状物質に係る環境基準適合状況

効 調リ 年間 1時開催が0.20 日平均値が0.10 1時間値 開平均値
日平均値が0.10 

用 途 測定 mg/m:iを超えた mg/m:iを超えた の 2% 
mg/m3を超えた日

測定 日数 時間 平均値 時間とその割合 日数とその割合 の最高値 除外
が2日以上連続

地 i或
したことの有無

（日） （時間） (mg／ぽ） （時間） （%） （日） （%） (mg／ぽ） (mg／ぽ） （有×・無0)

高砂市役所

近商 354 8609 0.022 。 0.0 。 0.0 0. 101 0.049 。

米国公民館 一種住 363 8725 0.023 0.0 。 0.0 0.241 0.052 。

北浜公民館
司＂＂＂：ら』ふ司~』命

357 8580 0.019 。 0.0 。 0.0 0. 101 0.046 。
日邑 l j同 J

（注）「環境基準の長期的言平価による日平均値の0.10 mg／ぽを超えた日数」とは、日平均値の高し、ほうから 2%の範屈内の日平均値を除外した後の

日平均値が0.10 mg/m3をj超えた詰数である。ただし、昌平均値が0.10 mg/m3を超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、 2%除外該当日

に入っている日数分については除外しなし＼

環境基準の長期的

百科聞による日平均

｛直が0.10 mg/m:i 

を超えた日数

（日）

。

。

。



⑤微小粒子状物質（P旺2.5) 

微小粒子状物質（P胞のとは大気中に浮遊している2.5μm以下の粒子のことで、自動車の排気ガスや空気中の

ガスの化学問志に由来する粒子であると推測されている。

間2.5は非常に小さし 1ため、肺の奥深くまで入りやすく、ぜん屋、や気管支炎など呼吸疾患併話環器系へ影響を

与えると考えられている。

本市では、ベータ線吸収法により高砂市役所（平成24年 7月から測定開始）で実施している口

長期的評価として 1年平均値について評価を行う長期基準（ 1 5 μ g /m3）及び日平均値の年間98%値を代

表値として評価する短期基準（3 5 μ g／ぽ）ともに非達成だ、ったD

環境基準適合状況等については表に示している。

表 3-1 1 開2.51こ係る環境基準適合状況

日平均値の 日平均の値が35μ g/m3を

有効測定日数 年平均値

測定点 年間98%値 超えた日数とその割合

（日） (μ g／ぽ） (μ g /m3) （日） （%） 

高砂市役所 361 17.6 37. 5 15 4.2 

（注） 「日平均値の年間98%値j とは、年間にわたる昌平均値の低し1ほうから98%自にくる数値を示す。
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⑤降下ばいじん

降下ばいじんとは、大気中のすす、粉じんなどの粒子状物賓のうち、比較的粒子が大きく自己の

重量や雨などによって沈降してくるものをいう。

本市では、昭和 39年よりデジポッドゲージ法により測定を始めており、高砂市役所及び高砂市

文化会館（平成23年4月に高砂消防分署から移設）で測定している。

昭和41年をピーク（総平均値7.47t/km2／月）に、その後減少傾向が続いたが、、最近の年変化は

概ね横ばい傾向である。

平成 26年度においては、最高値は高砂市文化会館8月の5.77t/km2／丹、最低鑑は高砂市役所の

6月の1.13t/km2／丹であった。

年変化、月変化は表及び閣に示している。

表 3-12 降下ばいじん量の年変化

単位：t/km2／月

調t 疋，.....『 占
用途

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 地域

高砂市役 所 近高 3.09 2.69 2.61 1. 55 1. 95 1. 92 1. 67 1. 97 2.05 2. 13 

『『畑山崎町』句』
トーー～ー

高砂市文化会館 二種住
山岡岡崎町・嶋崎町』句崎町同・

作～一一一 2.20 2.86 2. 73 3.09 
「一一～ー『』『～』『』』

『』』』』～
ト～～～『高砂消防分署 近商 3.25 3.04 2.96 2.41 2.60 2.27 「～～～・～

～～～～～ 

平 均 3. 17 2.87 2. 79 1. 98 2.28 2. 10 1. 94 2.42 2. 39 2.61 

t/km2／丹

4 

一←高砂市役所

一←高砂消防分署

3 

2 

。
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

度

お

年

図 3-8 降下ばいじん量の年変化
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表 3 - 1 3 降下ばいじん量の月変化

単位： t/km2／月

用途 平成 2 6 年 平成 2 7 年

誤t 疋Fム市 占
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

地域 月

高砂市役所 近商 2.03 2.54 1.13 2.00 3.31 1.20 1.96 1.16 1.65 1.64 1.71 2.13 

高砂市文化会館 二種 2.79 2.33 1.71 3.07 5.77 1. 78 2.02 1.81 1.81 2.07 1.84 3.09 
住

平 均 2.41 2.44 1.42 2.54 4.54 1.49 1.99 1.49 1. 73 1.86 1.78 2.61 

t/km2／月

7 

一令H ・ 役 所

6 ト ーや高砂市文化会館

→←ljL 均
I ¥ 

5 

4 

3 

2 

1 

。
4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 月

図 3-9 蜂下ばいじん量の尭変化
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⑦酸性雨

酸性院は、工場や自動車から排出される S0 xやN0 x等の大気汚染物質が大気中で硫酸や硝酸

などに変化し、これを取り込んで生じると考えられる pH5. 6以下の雨や霧のことをいう。
本市では、平成9年 7月より市役所で雨水の pH、Ec （導電率）、降水量の簡易測定を行っ

ている。
平成 26年度の調査結果は、表及び図に示している。

表 3-14 酸性雨月変化

涙リ 厄pふ~ 月 pH EC(μ s/cm) 降水量（mm)

4 5. 36 63.5 43.0 

5 6.57 95.9 15.6 

6 5.97 26. 1 33.6 

7 6.04 272. 1 25.5 

8 6. 77 296.4 20.5 

9 5. 12 210.2 140. 1 

10 5.67 475.6 156.4 

11 5.03 155.0 60.5 

12 6.49 214.8 84.6 

1 5.81 340.6 116. 9 

2 5.65 134.9 48. 1 

3 6. 15 357.0 82.2 

最大 6. 77 475.6 156.4 

最小 5.03 26. 1 15.6 

平均 5.50 272.3 68.9 

8 r , 500 

450 

’， ， ， ， ，‘ ‘ ‘ ‘ ‘ － 

／’h、

350 呂
〆戸『、 u 

／ ト ペJ ----A，、、＼ I n ¥ ／ ル斗ィグi300 r::: ~” 
250 ＇－－－－－＂辻

5卜 ， ， ， ζ.≫ ロ .，，”a 、、 ， ， ， 
1 200 量翌生二， ， 

150 ~ 

I 議淡護淡襲霊警撃察

0. 

，企

50 

3 
議緩警議護 。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 

図 3-10 26年度酸性雨R変化
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( 3）自動車排出ガス誘査

昭和30年代以降、産業活動の拡大、都市罷の膨張、所得水準の向上など経済の高度成長の中で、モー

タリゼーションの進展を背景に旅客や貨物の輸送手段の構成が著しく変化し、自動車による輪送の割合が

飛躍的に高まり、自動車排ガスによる大気汚染、自動車による騒音、振動など自動車公害が問題となって

きた。

自動車排出ガスによる大気汚染は、一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物及び浮遊粒子状物質

（デ、ィーゼ、ル黒煙）などが主要な汚染物質である。これらの昆動車から排出される汚染物質の規制につい

ては、国において昭和48年度以降段階的に強化され、現在、自動車の種類、重量、乗車定員、エンジン

の種類別、使用燃料の別並びに排出形態の別に応じて自動車排出ガスの量の許容限度が定められ、自動車

一台あたりの排出ガス量の低減が函られている。

しかしながら、自動車が大気汚染に影響を与える割合は依然として大きく、今後の大気汚染対策の重要

な課題となっており、低公害車の導入促進、交通規制の高度化や道路網の整備による交通量の円滑化、ノ

ーマイカ一通勤運動の実践等の総合的な自動車排出ガス対策を進めていく必要がある。

本市には、国道2号、姫路ノ〈イパス、明姫幹線及び県道明石高砂線の幹線道路が東茜に貫いており、ま

た、南部の臨海部には多くの工場、事業場があり、市内を走行する自動車の台数も多い。

昭和47年度から昭和62年2月までrs国道250号沿いの北本町観測所において、一酸化窒素、二酸

化窒素及び一酸化炭素の測定を行っていたが、明姫幹線が建設されrs国道250号の交通量が激減したた

め、昭和62年3月に明姫幹線沿いの中島に観鴻所を移設した。さらに平成26年3月、ポンプ場建設に

伴い明姫幹線南側から北側に移設した。

中島観澱所においては、一酸化窒素、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、風向風速の測定を実

施し、さらに平成7年4丹には二酸化硫黄の項臣を、平成26年 10月には微小粒子状物質の項目を追加

した。

二酸化硫黄については、測定開始以降、環境基準を達成しており、かっ低く維持されていたため、平

成 20年3月をもって測定を廃止した。

その他の項目については、平成26年度において環境基準が設けられている項目については環境基準

を達成している。なお、微小粒子状物質については、年度途中に設置したため、有効測定日数に達して

いなし、。

環境基準適合状況は、表に示している。
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表 3…15 二酸化窒素に係る環境基準適合状況

1時間値が0.1 
効 測定 1時間 1時間値が0.2 日平均値が0.06

問 ppm以上0.2ppm
途 測 の ppmを超えた持 ppmを超えた日

浪リ 占
日数 時間

平均値
間とその割合

以下の時間数と
数とその割合

地域
その割合

（日） （時間） (ppm) (ppm) （時間） （%） （時間） （%） （日） （%） 

中島観測所 362 8724 0.016 0.059 。 0.0 。 0.0 。 0.0 

（注）「日平均値の年間98%fi症j とは、年聞にわたる日平均値の低いほうから 98%目にくる数値を示すユ

表 3-16 一酸化炭素に係る環境基準適合状況

効 調t
間

8時間｛直が 20ppm 日平均値が 10 1時開催 日平均値

用途 調リ を超えた ppmを超えた の 2 % 

測定点 日数 時間
平均値

その割合 日数とその割合 の最高値 除外値

地域

（日） （時間） (ppm) （回数） （%） （日） （%） (ppm) (ppm) 

中島観測所 準住居 363 8712 0.4 。 0.0 。 0.0 1. 9 0.6 

日平均縮が0.04
98%fi直言判部

日平均値 による日
ppm 以上0.06

の 間 均値が0.06
ppm以下の日数

98 %値 ppmを超えた
とその割合

日数

（日） （%） (ppm) （日）

0. 3 0.031 。

呂平均値が lOppmを 環境基準の長期的評

超えた日が2日以上 価による日平均値が

連続したことの有無 lOppmを超えた日数

（有×・無0) （日）

。 。



表 3-1ブ 浮遊粒子状物質に係る環境基準適合状況

有効 測定 1時開催が0.20 日平均値が0.10 1時間値 日平均値 日平均値が0.lOmg/m:i 

用 誤t 年平均値 mg/m:iを超えた mg/m3を超えた の 2% を超えた日が2日以上

調リ 占
日数 時間 時間とその割合 日数とその割合 除外 連続したことの存無

地域

（日） （時間） (mg/m3) （時間） （%） （日） （%） (mg／ぽ） (mg／ぽ） （有X• 無0)

中 観測所 準住居 358 8649 0.021 。 0.0 。 0.0 0. 111 0.051 。
（注）「環境基準の長期的3判面による日平均値の0.10mg/m3を超えた日数Jとは、自平均値の高し1ほうから 2%の範間内の日平均値を除外した後の

日平均値が0.lOmg／ぽを超えた担数である。ただし、日平均｛肢が0.lOr昭／m3を超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、 2%除外該当時

さ に入っている日数分については除外しない。

表 3-18 微小粒子状物質に係る環境基準適合状況

日平均値の 日平均の｛直が 35μ g/m3を

有効測定日数 年平均値

調リ 98%fi誌 超えた日数とその割合

（日） (μ g/m3) (μ g/m3) （日） （%） 

高砂市役所 151 17.6 37.5 15 4.2 

（注）旧平均値の年間98%値Jとは、年間にわたる日平均値の低し＼ほうから 98%自にくる数値を示す。

26年度は有効測定日数（25 0 S ／年）に達していない。

現克基準の長期的評

価による日平均鑑が

0. lOmg/m:3を超えた日数

（自）

。



(4）光化学スモッグ対策

法律、条例及び環境保全協定で定められた基準を守っていても、気象条件などによっては、一時的に

高濃度の汚染が生じることがある。大気汚染防止法では、このように大気の汚染が著しく人の健康又は

生活環境に被害が生じるおそれのある緊急事態となったときは、知事は一般に周知させるとともに、大

気の汚染の状態により、ばし1煙の排出者に対しては、排出量の削減要請、勧告、命令並びに自動車の運

行については、自動車使用者に対する自主規制の要請及び県公安委員会に対する交通規制の要請等がで

きることを規定している。

この緊急時対策の円滑な実施を図るため、兵庫県では昭和46年に兵庫県広域大気緊急時対策実施要

綱を定めており、これに基づきオキシダントについては、光化学スモッグ緊急時対策実施要領を制定し、

広報等が発令されると主要工場に対し、窒素酸化物の排出量の削減要請など必要な措置をとっている。

光化学スモッグ広報等の底分と発令基準は表3-19に示している。

本市においても、県の実施要領に基づき光化学スモッグ広報等連絡系統図（国 3-11）により関係

各機関に連絡し、看板等により市民に屑知するとともに、万一被害が発生したときに備え医師の出動な

ど緊急、体制も備えている。

本市における光化学スモッグ広報等の発令回数は表3-20に示すとおりであり、平成26年度はな

かった。

また、平成26年度の県下における発令状況は表3-21に示している。

表 3-19 光化学スモッグ広報等の区分と発令基準

広報等の区分 発 メ寸3'.>-. 準

予 報
測定局におけるオキシダント濃度が、気象条件等から注意報の発令基準

に達する恐れがあると判断されるとき。

報
測定局におけるオキシダント濃度の 1持間値が、 0.12ppm以上になり、

気象条件からみて、その濃度が継続すると認められるとき。

幸投
測定局におけるオキシダント濃度の 1時間値が、 0.24ppm以上になり、

気象条件からみて、その濃度が継続すると認められるとき。

重大 報
測定局におけるオキシダント濃度の 1時間値が、 0.40ppm以上になり、

気象条件からみて、その濃度が継続すると認められるとき。
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高砂市

生活環境部

環境経済室

環境政策課

ファクシミリ

による一斉指令

協定締結工場等報道機関

・メール記倍（防災ネットたかさご）

．ホームページに緊忽情報を掲載

－防災無線で放送

市民、教育機関、市関連施設

図 3-1 1 光化学スモッグ広報連絡系統図

兵産県

環境影響評価室

（広報等発令）

報道機関、関係部局

県立高校、私立高校

表 3-20 光化学スモッグ広報等発令呂数（高砂市）

＝？ごT 幸長 注 ニ，臣t乙、 報

1 7 。 。
1 8 。 。
1 9 。 。
2 0 。 。
2 1 。 。
2 2 。 。
2 3 。 。
24 。 。
2 5 。 。
2 6 。 。
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表 3-21 平成26年度光化学スモッグ広報等発令状況（兵庫県）

·~ 
神戸市 方自 た 地

尼 西 F三±司c ｛予 ，三J」三四， JII 明 稲 播 西 指1 姫 太 中日 赤 丹 設i1
古 Jつ 域

崎 r詰...... 屋 丹 塚 西 田 東西垂北 石 美 磨 脇 砂 路 子 生 穂 波 本
JII の 数

市 市 子打 市 市 市 市 部部水部 市 町 町 市 市 市 町 市 市 市 市
市 市 計

6月1日 ・i
1 

2 I 7月12詩 ． 1 

予 報 。
ムー－言ロ

注意報 1 1 2 

（注） O：予報（上段） ．：注意報（下段）

神戸市東部：東灘区、灘区、中央区

垂水：垂水区、西区

西部：兵庫区、長田区、須磨区

北部：北区

qο P
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( 5）気象調査

大気汚染は、汚染物質の排出量及び排出状況と並んで、風向風速などの気象条件に大きく影響を受け

るため、本市では昭和43年に北浜観澱所及び高砂消訪分署で測定を始め、現在では汚染物質の測定と

併せて市内4測定点で自動測定している（北浜公民館及び米田公民館については参考データとして澱定

している）。

高砂市役所は、主に北東の風の害1J合が多く、次いで

北北東の嵐の割合が多く、次いで、北東及び、西南西で、あったO それぞれの年変化及び風配隠は、表及び図

に示している。
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表 3-22 風向頻度及び平均風速の年変化

（高砂市役所） 単位：%

N 
N 

E E s s s s 官 官
N 

N 鼠a

民 N 
E 

N E s 
E 

s s s w s 官 N 
官

時 c 速
E E E E 官 官 官 w mis 

22 5.3 9.5 16. 1 8.0 2.8 l. 9 l. 2 5.4 5.2 5. 1 3.8 9.8 5.9 6.2 6. 1 6.4 l. 2 2. 7 

23 4.8 10.3 18.4 9.0 2.2 2.0 l. 2 4.8 5. 1 5.6 3.4 8.8 5. 1 6.4 6.4 5. 3 l. 2 2.8 

24 5.3 9.5 17.6 9.0 2.4 2.2 l. 6 6.0 4.6 5.6 3.4 8.6 4.2 5.9 6.5 6. 3 l. 4 2. 7 

25 6. 7 11. 5 17. 3 8.5 2.5 l. 3 0.9 3. 7 4.0 5. 5 4.0 9.2 4.5 5. 1 6.5 7. 5 l. 3 2. 7 

26 5.4 11. 0 18. 3 7.3 2.4 l. 8 l. 1 4. 7 4.2 5.0 3.5 8. 7 5. 1 7.0 7.2 6. 1 l. 2 2.8 

（注） CはCalm(0.4m/s未満）をしづ。

（中島観測所） 単位：%
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22 2. 1 4.2 19. 5 18. 2 2.8 2. 1 l. 9 l. 4 2.2 4. 1 6.6 10.6 8.8 6.2 2.8 2.4 4.2 l. 5 

23 l. 7 3.5 24. 5 14. 7 2.9 2.0 l. 4 l. 5 2.8 4.0 7.5 10. 1 9.2 5. 1 2.2 l. 7 5.2 l. 5 

24 3. 1 7.0 29. 7 5. 3 l. 9 l. 9 l. 7 2.2 2. 7 3.6 7.9 9.3 8. 7 5.0 2. 7 2.5 4. 7 l. 5 

25 3.6 9.9 26.6 3.9 l. 1 l. 0 0.9 l. 5 l. 8 3.2 8.8 10. 7 8. 7 5.4 3.9 3. 3 5. 7 l. 5 

26 5.2 19.6 14.6 4.6 l. 9 l. 2 0.9 l. 3 2.6 2.6 5.2 11. 6 11. 0 6.6 3.5 3.2 3.8 l. 6 

（注） CはCalm(0.4m/s未満） をしづ。

高砂市役所（1.2) 中島観測所（3.8) 

w w 

（注） cはCalm(0.4m/s未満）をしづ。

図 3-12 平成26年疫風配図（年間）
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図 3-13 平成26年度風配図（月別）
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函 3-14 平成26年度風配国（月見lj) 
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( 6) PM2.5 （微小粒子状物質）対策

PM2.5とは、大気中に浮遊している 2.5 μ m (1 μ mは lmmの千分の 1）以下の小さな

粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質（S叩： 10

μm以下の粒子）よりも小さな粒子である。問2.5は非常に小さいため（髪の毛の太さ

の 1/30程度）、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影

響が心配されている。

粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物（SOx）、

窒素酸化物（NOx）、揮発性有機化合物（VOC）等のガス状大気汚染物質が、主として

環境大気中での化学反応により粒子化したものがある。発生源としては、ボイラ一、

焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生す

る施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等

の自然起源のものがある。これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事

業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、 S開と間2.5の年間

の平均的な濃度は減少傾向にある。

P話2.5の環境基準値及び注意喚起のための暫定値は表 3-23に示している。また、

県から注意喚起情報が発信された時の間2.5広報連絡系統図は、図 3-15に示して

いる。

なお、平成 26年度は平成26年 5月 30日及び6月 1日に播磨東部で注意喚起が

実施された。

表 3-23 附2.5環境基準値及び注意喚起のための暫定値

基準区分

環境基準値

環境省暫定値

（注意喚起）

発 令 基 準

1年平均値 15μ g/m3以下かつ 1日平均値 35μ g/m3以下

PM2.5に対する国民の不安に早急に対応するため、環境省が注意喚起の

ための目安として暫定的な指針となる値を以下のとおり決定しました。

・仲間， 5時から 7時の 1時間値の平均が 85μ g/m3を超えた場合

（各地域内（＊）の全測定局の上記 1時間値全てを平均して判断する。）

・午前5時から 12時の 1時開催の平均が 80μ g/m3を超えた場合

（各地域内（＊）の全測定局の上記 1時間値を測定局毎に平均し、その最大値

で判断する。）

［＊兵庫県下を 6地域（神戸・阪神、議磨東部、播磨西部、但馬、丹波、淡

路）に分け、その中で高砂市は播磨東部に区分されています。］

兵庫県独自基準 ｜日中の濃度上昇や気象状況等により日平均値が 70μ g/m3 （環境省指針

（注意喚起） ｜値）を超えるおそれのある場合
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高砂市

生活環境部

環境経済室

環境政策課

兵庫県

環境影響評価室

メール配信

（ひょうご訪災ネット）

・ホームページに緊急情報掲載

．防災無線で放送

• BANBANテレビ、ラジオにて注意喚起の放送

市民、教育機関、

市関連施設

図 3-1 5 PM2. 5広報連絡系統図
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